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島根原子力発電所に係る安全対策について（通知） 

 

島根原子力発電所２号機の再稼働後、昨年の新燃料転倒事案をはじめ、島根原子力発電

所では島根２号機主変圧器冷却ファン中継端子台火災の発生など中国電力の安全管理に対

する信頼を揺るがす事案が散見されている状況である。 

４月３０日に公表された島根２号機燃料支持金具の仕様相違による最小限界出力比 

（ＭＣＰＲ）に係る運転上の制限（ＬＣＯ）の逸脱及び復帰について、６月１日にその原

因と再発防止策について貴社から報告を受けたところであるが、３０年以上にわたり運転

上の制限を満足しない状態が断続的に発生し、かつ、その状態を把握できず長期にわたり

見過ごす状況となっていたことに鑑み、下記のとおり意見を提出するので、安全を第一義

に、緊張感をもって慎重に対応に当たることを強く求める。 

 

記 

 

１ 貴社が公表した再発防止策について、協力会社とともに確実に実施し、緊張感を持っ

て作業にあたるとともに、改めて整備手順書の内容の確認を行い、実際の運用と突き合

わせるなど、常に実態に即した最善の再発防止策を講じること。 

 

２ 本事案に対する原因の究明及び再発防止対策の実施状況等について積極的に情報公開

し、様々な機会を捉えて県民に分かりやすく説明するとともに、本事案と同様の事案が

発生するおそれがないかなど、全社的に改めて水平展開し、確認を徹底すること。 

 

３ 協力会社を含め全社一丸となり、島根原子力発電所に対する安全管理体制の確保及び

原子力安全文化の醸成に向けた取組を継続的に実施すること。 


